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名鉄河和線沿線まちづくり検討調査業務委託に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

  本要領は、名鉄河和線沿線まちづくり検討調査業務を委託するに当たり、公募型プロポーザル方式

により優先交渉権者を選定するための各種手続、要件及び審査等の内容について、必要な事項を定め

るものである。 

 

２．業務の概要 

（１）業務名 

   名鉄河和線沿線まちづくり検討調査業務委託 

 

（２）事業場所 

   半田市広小路町地内ほか 

 

（３）業務の範囲 

   別紙「名鉄河和線沿線まちづくり検討調査業務委託 仕様書」参照 

 

（４）業務内容 

   別紙「名鉄河和線沿線まちづくり検討調査業務委託 仕様書」参照 

 

（５）履行期間 

   契約締結日の翌日から令和９年３月１９日（金）まで 

 

（６）提案限度額 

   ２６，２２４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※この金額は、契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものである。 

   ※見積書に消費税を記載する場合は、消費税率を 10％とする。 

 

３．発注担当課 

  半田市建設部都市計画課 都市計画担当 （大山・間壁） 

  住   所：〒475-8666 半田市東洋町二丁目１番地 

  電   話： 0569-84-0628（直通） 

  電子メール：toshikei@city.handa.lg.jp 
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４．参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、次の要件を全て満たした企業とする。ただし、共同企業体とし

て応募する場合は、代表構成団体は次の（１）～（７）の要件を全て満たしており、かつ構成団体の

いずれの企業も（１）～（６）の要件を満たしていること。 

（１）契約締結までの間に令和 8・9年度の半田市の入札参加資格(コンサル等)を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないものであること。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第154号）第 17条の規定に基づく更生手続開始申立て又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者

（ただし、更正計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。）ではない

こと。 

（４）本プロポーザル実施の参加表明書の提出期限から契約締結日までのいずれの日においても、半田

市指名審査等事務取扱要綱の規定に基づく指名停止措置期間のないこと。 

（５）国税（消費税及び地方消費税を含む。）、都道府県税及び市町村税の滞納がない者であること。 

（６）半田市暴力団排除条例（平茂 23年条例第19 号）第２条第１号及び第２号に該当しないこと。 

（７）過去５年間（令和 3 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで）において、官公庁発注の土地区画

整理事業の調査・計画、または連続立体交差事業調査のいずれかの業務を受注した実績を有する

こと。 

 

５．留意事項 

（１）費用負担 

応募に関する一切の費用は、応募者が負担すること。 

（２）提出書類 

提出書類の著作権はそれぞれの応募者に帰属するが、提出書類の返却はしない。また、市が本件

の報告又は公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

（３）情報公開 

本案件に係る情報公開請求があった場合は、半田市情報公開条例に基づき、提出書類を公開する

場合がある。（個人情報及び事業者の正当な利益を害する恐れのある情報は非公開とする。） 

（４）特許権等 

提案内容に含まれる特許権等の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の

権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法等について使用することで生じた責任は

応募者が負うこととする。 

（５）本市が提供する資料の取扱い 

本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。 

（６）応募者の複数提案の禁止 

応募者は 1 つの提案しか行うことができない。 

（７）提出書類の変更の禁止 

応募者は提出した書類を変更することはできない。 

（８）虚偽の記載の禁止 

虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効とする。 
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６．実施スケジュール（予定） 

  以下に実施スケジュールを示す。 

公募開始 令和８年５月１３日(水) 

質問の受付期間 
令和８年５月１３日(水)～令和８年５月２０日(水)1６時まで

（メール） 

質問の回答公表 令和８年５月２６日(火) 

参加表明書等の提出期限 令和８年５月２７日(水)1６時まで（郵送または持参） 

参加資格要件確認結果の通知 令和８年６月 1６日(火) 

企画提案書等の提出期限 令和８年６月２６日(金)1６時まで（郵送または持参） 

プレゼンテーション 令和８年７月９日(木) 

審査結果の通知・公表 令和８年７月１４日(火) 

契約締結 令和８年７月２７日(月) 

委託期間 令和８年７月２８日(火)～令和９年３月１９日(金) 

※ただし、各実施日については、事務の都合上により変更する場合がある。 

 

７．提案募集の手続き 

（１）実施要領の配布 

以下を本市ホームページにて配布する 

①実施要領 

②評価基準 

③仕様書 

④提出書類様式一式 

 

（２）実施要領等に対する質問受付・回答について 

①質問方法・提出先 

質問は、様式１を使用し、電子メールで提出すること。 

電子メール宛先：「３．発注担当課」の記載連絡先まで 

※メールの件名は「【法人名を記入】名鉄河和線沿線まちづくり検討調査業務委託質問書」とする

こと。 

※送信後に「３．発注担当課」へ電話し、メールの到着を確認すること。 

※評価等に影響を及ぼす恐れがある質問は受け付けない。 

②受付 

令和８年５月１３日（水）から２０日(水)１６ 時まで 

③回答 

提出された全ての質問とその回答は、質問者の名前を伏せて質問回答書にとりまとめ、市ホー

ムページにて令和８年５月２６日（火）１６時までに公表する予定とする。なお、回答は本実施

要領と一体のものとして同等の効力を持つものとする。 

4 

 

（３）参加表明書及び資格確認書類の提出について 

①提出書類 

書類名 留意事項等 

プロポーザル参加表明書（様式２） 共同企業体で応募の場合は、裏面も記載すること。 

会社概要書（任意様式） 設立年月日、代表者氏名、資本金、売上高、自己資本比

率、賠償責任保険の加入有無、従業員数（うち技術者数）

及び業務内容等について具体的に記載すること。また、

業務協力を予定している会社等がある場合は、その全て

について同様に記載すること。なお、記載内容を満たし

ている場合は、会社パンフレット等を添付してもよい。 

業務実績書（様式３） ４．参加資格要件（７）に規定する実績について記載す

ること。また、受注した業務の契約書（写）を添付する

こと。 

配置予定技術者一覧（様式４） 配置を予定している技術者全員について記載すること。 

配置予定技術者調書（様式５） 配置予定技術者が有する資格、同種業務の実績及び令和

８年３月末時点における手持ち予定業務等を記載するこ

と。 

委任状（様式６） 共同企業体で応募の場合は、提出すること。 

納税証明書 直近１年度分とする。（国税、県税、市町村税に関する証

明） 

・法人にあっては税務署が発行する納税証明書（国税通

則法施行規則 第９号書式（その３の３）、個人にあって

は税務署が発行する納税証明書（国税通則法施行規則 

第９号書式（その３の２） 

・契約営業所所在地の県税事務所等が発行する納税証明

書（未納税額がないことに証明） 

 

   ②提出部数 

各１部 

③提出方法 

郵送、持参いずれかの方法（期限内必着） 

④提出先 

「３．発注担当課」の連絡先まで提出すること 

⑤提出期限 

令和８年５月２７日（水）１６時 

 

（４）参加資格要件確認結果について 

令和８年６月１６日（火）１６時までに電子メールにて、参加表明書の提出者へ通知する。 
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（５）企画提案書等の提出について 

  ①提出書類等 

書類名 留意事項等 

企画提案書（任意様式） 【技術提案テーマ】 

 別紙「名鉄河和線沿線まちづくり検討調査業務委託 

仕様書」に示す業務内容について、以下の内容を記載す

ること。 

 ・業務実施方針及び手法 

 ・工程と実施体制 

 ・本業務において特に留意すべき点 

●企画提案書の書式は、A3 版・片面・4 枚程度（様式自

由）とし、専門用語はできるだけ避け、標準的な用語

を用いて要点を簡潔にまとめること。略語や専門用語

については、必要に応じて脚注を付すこと。 

●提案内容は、別紙評価基準内の評価項目番号２～４を

踏まえ、分かりやすく記載すること。 

●企画提案書には、表紙と目次を添付すること。なお、

表紙と目次はページに含めない。 

●企画提案書の表紙にはタイトル（名鉄河和線沿線まち

づくり検討調査業務委託）、会社名を記載すること。 

●ページ番号を記載すること。なお、表紙と目次はペー

ジに含めないため、ページ番号は不要とする。 

見積書（任意様式） 業務内訳明細を記載し、一式形上はしないこと。 

提案書の開示に係る意向申出書 

（様式７） 
 

 

  ②提出部数 

   各７部、ただし見積書は１部とする 

 

  ③提出方法 

   郵送、持参いずれかの方法（期限内必着） 

 

④提出先 

「３．発注担当課」の連絡先まで提出すること 

 

⑤提出期限 

令和８年６月２６日（金）１６時 
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８．審査及び審査結果の通知 

（１）審査方法 

企画提案書の提出があった事業者を対象にプレゼンテーションを実施し、市が設置するプロポー

ザル審査委員会(以下｢委員会｣という。）」において審査する。 

なお、応募者多数の場合は、書類のみで１次審査を行い、上位４者程度を対象にプレゼンテーシ

ョンによる２次審査を行う。また、企画提案者が１者の場合でも、審査を行う。 

２次審査については、別紙「評価基準」により評価点を算定し、評価点の合計が最大の者を優先

交渉権者（第一順位者）とする。なお、合格基準点は評価点の７割以上とし、評価結果が同点とな

った場合は、委員会の合議により決定する。 

また、第一順位者の次の順位の評価点の者を第二順位者とし、優先交渉権者が契約締結に至らな

かった場合は、次順位の者を優先交渉権者とする。 

 

（２）プレゼンテーションの実施 

本プロポーザルへの参加に係る書類を不備なく提出した参加者に対して、次のとおりプレゼンテ

ーションによる審査を実施する。詳細は提出書類の確認後、別途提案書提出者に通知する。 

①予定日：令和８年７月９日（木）（詳細は後日メールで通知する） 

②場 所：半田市役所      （詳細は後日メールで通知する） 

 ・プレゼンテーションは対面方式を原則とする。ただし、対面方式による参加が困難な場合、企

画提案書の提出期限（令和８年６月２６日（金）１６時）までに「３．発注担当課」の連絡先

までメールにて連絡し、事前に協議を行った企画提案者のみオンラインによる参加を認める。 

③プレゼンテーション 

・準備５分、説明 1５分以内、質疑応答 1５分以内を予定とする。 

・説明は提案書に基づき行うものとし、それ以外の資料は使用しないこと。 

・プレゼンテーションの順番は、本市で決定した順番とする。 

・プレゼンテーション及びヒアリングは非公開とする。 

・プレゼンテーション参加者は４人以内とする。 

・説明は本業務の業務主任及び担当者が行うこと。 

  

（３）優先交渉権者の審査結果 

審査結果は令和８年７月１４日(火)に優先交渉権者及び第二順位者に対してのみ電子メールで

通知し、その他結果は優先交渉権者以外の参加事業者名を伏せて市ホームページで公表する。なお、

選定結果以外の内容は非公開とし、当該結果の異議申し立ては受け付けない。 

 

９．契約の締結 

（１）契約に係る交渉 

審査結果後に優先交渉権者と協議を行い、企画提案書に基づき必要に応じて仕様書を修正し、内

容を確定させた後、見積徴収を行ったうえで、委託契約を締結する。ただし、優先交渉権者との契

約が不調となった場合は、第二順位者に対し同様の交渉を行うものとする。 
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10．失格要件 

次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。 

（１）「4.参加資格要件」に規定する要件を満たさなくなった場合。 

（２）提出書類が期限を過ぎて提出された場合。 

（３）提出書類等の内容に虚偽の記載があった場合。 

（４）提案限度額を超えた見積書を提出した場合。 

（５）予定のプレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合。 

（６）審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合。 

（７）プロポーザル審査委員会又は市が不適格と認めた場合。 

 

11.その他必要と認める事項 

（１）この企画提案に対する個別のヒアリング及び説明対応は、受け付けないものとする。 

（２）契約の履行にあたり、妨害又は不当要求を受けた場合は、発注者に報告するとともに警察へ被害

届を提出すること。これを怠った場合は、契約の相手方としない措置を講じることがある。 

（３）再委託協力事業者等に本業務の全部を再委託し、又は請け負わせてはならない。 

（４）参加を辞退する事業者は、辞退届（様式８）を提出すること。 

（５）本実施要領に定めるもののほか、必要な事項については事務局が定める。 

 

 

 


